
平成２９年３月  

東京税関業務部  

 関 係 各 位 

 

新たに追加された指定薬物の取扱いについて 

 

今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第２条第１５項に規定する指定薬物及び同法第７６条の４に規定する医療等の

用途を定める省令の一部を改正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 12 号）が

公布され、新たに６物質が指定薬物に指定されましたのでお知らせします。 

 

○追加指定薬物：６物質（別添１参照） 

 

○公布日：平成２９年２月２４日（別添２（官報）参照） 

 

○施行日：平成２９年３月６日（公布日から起算して１０日を経過した日） 

 

○注意事項 

公布日から施行日の前日までの輸入通関にあたっては、厚生労働省確認済み

の輸入報告書（薬監証明）又は輸入指定薬物用途誓約書が必要となります。 

指定薬物の輸入に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律上の所定の手続きが必要になりますが、指定薬物は原則、

国や地方公共団体等が学術研究用又は試験検査のために用いる場合や疾病の治

療に用いる場合等、特定の用途に使用する場合を除いては輸入が認められませ

ん。 

また、平成２７年４月１日の関税法改正により、指定薬物は関税法第６９条

の１１（輸入してはならない貨物）に追加されていることから、「指定薬物であ

る疑いがある物品」については、他の規制薬物と同様に厳格な審査を実施して

おります。（別添３参照） 
 

【お問合せ】東京税関業務部通関総括第 2部門 

(電話：03-3599-6338) 
 
 



１ 

物質名 
N-(1-Adamantyl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4- 

yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide 

物質名訳 
Ｎ―（１－アダマンチル）―１―［（テトラヒドロ―２Ｈ―ピラン―４― 

イル）メチル］―１Ｈ―インダゾール―３―カルボキサミド 

通称等 Adamantyl-THPINACA、ATHPINACA 

構造式 

２ 

物質名 
N-(2-Adamantyl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4- 

yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide 

物質名訳 
Ｎ―（２―アダマンチル）―１―［（テトラヒドロ―２Ｈ―ピラン―４― 

イル）メチル］―１Ｈ―インダゾール―３―カルボキサミド 

通称等 
Adamantyl-THPINACA 2-adamantyl isomer、 

ATHPINACA 2-adamantyl isomer 

構造式 
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３ 

物質名 2-(Ethylamino)-2-(thiophen-2-yl)cyclohexanone 

物質名訳 ２―（エチルアミノ）―２―（チオフェン―２―イル）シクロヘキサノン 

通称等 Tiletamine 

構造式 

指定物質一覧
（別添1）



 

 

４ 

物質名 N-（1-Phenethylpiperidin-4-yl）-N-phenylbutanamide 

物質名訳 Ｎ―（１―フェネチルピペリジン―４―イル）―Ｎ―フェニルブタンアミド 

通称等 Butyrfentanyl、Butyryl Fentanyl 

構造式 N

O N

 

５ 

物質名 2-(2-Fluorophenyl)-3-methylmorpholine 

物質名訳 ２―（２―フルオロフェニル）―３―メチルモルフォリン 

通称等 2-FPM、2-Fluorophenmetrazine 

構造式 

 

６ 

物質名 
Methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8- 

azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate 

物質名訳 
メチル＝３―（３，４―ジクロロフェニル）―８―メチル―８― 

アザビシクロ［３．２．１］オクタン―２―カルボキシラート 

通称等 RTI-111、Dichloropane、O-401 

構造式 

 



（別添2）





○ 指定薬物の指定状況  2,362物質 

（2017年 3月 6日施行予定の 6物質を含む） 

 

○ 指定薬物の例 
【「亜硝酸イソブチル」等を含有する液体】 【食品に偽装したα-ＰＨＰ】 

    
 

【一酸化二窒素（通称：シバガス）】 

   
 

【ミトラガイナ スペシオーサ（通称：Kratom）】 

 

（別添３） 

上記に掲げたものは、指定薬物の一例です。 

指定薬物は、輸入してはならない貨物に該当しますので、税関では厳正に取り

締まりを実施しております。 

内容点検等実施時に、このような物質を発見された際には、税関にご連絡いた

だくようお願い致します。 
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